
報告第８号 

 

 

   町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例に関する専決処分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

平成３０年(２０１８年)５月３１日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 

 



町専第４５号 

 

専決処分書 

 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により専決処分する。 

 

 

平成３０年（２０１８年）３月３１日 

町田市長 石 阪 丈 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例 

 町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

（平成２７年３月町田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表Ｄ―１の項中「９，４００」を「６，７００」に改め、別表の１の表

Ｄ―２の項中「１０，０００」を「７，２００」に改め、別表の１の表Ｄ―３の項中

「１０，４００」を「７，４００」に改め、別表の１の表Ｄ―４の項中「１１，６０

０」を「８，３００」に改め、別表の１の表Ｄ―５の項中「１２，８００」を「９，

２００」に改め、別表の１の表Ｄ―６の項中「１４，１００」を「１０，１００」に

改め、別表備考第３項中「９，４００」、「１０，０００」、「１０，４００」、「１１，

６００」、「１２，８００」及び「１４，１００」を「６，７００」、「７，２００」、「７，

４００」、「８，３００」、「９，２００」及び「１０，１００」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



 部分は改正部分 
町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表（改正後）   
別表（第３条関係） 

 １ 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにおける

利用者負担額表 

教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 
利用者負担額

の月額(円) 
階層区分 定義 

略 略 略 

略 Ａ階層を除く世

帯で教育を受け

る年度（４月か

ら８月までにあ

っては、前年度。

以下同じ。）の市

町村民税が右の

区分に該当する

世帯 

略 略 

Ｄ―１ 所得割が１２，０００円未満の世帯 ６，７００ 

Ｄ―２ 所得割が１２，０００円以上３０，０００

円未満の世帯 

７，２００ 

Ｄ―３ 所得割が３０，０００円以上４８，６００

円未満の世帯 

７，４００ 

Ｄ―４ 所得割が４８，６００円以上５２，０００

円未満の世帯 

８，３００ 

Ｄ―５ 所得割が５２，０００円以上５６，０００

円未満の世帯 

９，２００ 

Ｄ―６ 所得割が５６，０００円以上７７，１０１

円未満の世帯 

１０，１００ 

略 略 略 

２・３ 略 

備考  

１・２ 略 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０１円以上の世帯を除く。）における１の表から３

の表までの規定の適用については、１の表中「６，７００」、「７，２００」、「７，４０

０」、「８，３００」、「９，２００」及び「１０，１００」とあるのは「３，０００」と、

２の表中 

「                  「      

略 とあるのは 略  と、３の表中 

             」                  」    

「                  「      

略 とあるのは 略  とする。 

             」                  」    

４～６ 略 

- 1 -

-  -0123456789



 部分は改正部分 
町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表（改正前）   
別表（第３条関係） 

 １ 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもにおける

利用者負担額表 

教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 
利用者負担額

の月額(円) 
階層区分 定義 

略 略 略 

略 Ａ階層を除く世

帯で教育を受け

る年度（４月か

ら８月までにあ

っては、前年度。

以下同じ。）の市

町村民税が右の

区分に該当する

世帯 

略 略 

Ｄ―１ 所得割が１２，０００円未満の世帯 ９，４００ 

Ｄ―２ 所得割が１２，０００円以上３０，０００

円未満の世帯 

１０，０００ 

Ｄ―３ 所得割が３０，０００円以上４８，６００

円未満の世帯 

１０，４００ 

Ｄ―４ 所得割が４８，６００円以上５２，０００

円未満の世帯 

１１，６００ 

Ｄ―５ 所得割が５２，０００円以上５６，０００

円未満の世帯 

１２，８００ 

Ｄ―６ 所得割が５６，０００円以上７７，１０１

円未満の世帯 

１４，１００ 

略 略 略 

２・３ 略 

備考  

１・２ 略 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０１円以上の世帯を除く。）における１の表から３

の表までの規定の適用については、１の表中「９，４００」、「１０，０００」、「１０，

４００」、「１１，６００」、「１２，８００」及び「１４，１００」とあるのは「３，０

００」と、２の表中 

「                  「      

略 とあるのは  略  と、３の表中 

             」                  」    

「                  「      

略 とあるのは 略  とする。 

             」                  」    

４～６ 略 

- 2 -

-  -0123456789


